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○ 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第34号） 

１ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づく認可を受けていない児童福祉施設等に関する情報の提供の要求およ

び公表に係る事務を市に移譲することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和４年９月15日から施行することとしました。 

○ 滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（条例第35号） 

１ 非常勤職員がその養育する子の出生の日から57日間以内に育児休業をしようとする場合の要件のうち、勤務日数

に係るもの以外の要件について、子の出生の日から57日間の期間の末日から６月を経過する日までに、任期（任期

が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了することおよび任命権者を同じくする職に引き続き採用され

ないことが明らかでないこととしました。（第２条関係） 

２ 非常勤職員がその子が１歳６か月または２歳に達する日まで育児休業をすることができる場合として、その配偶

者が一定の事由に該当して地方等育児休業をする場合であって、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌

日以前の日を育児休業の期間の初日とする場合を追加することとしました。（第２条の３および第２条の４関係） 

３ 職員が再度の育児休業をすることができる場合の特別の事情から、育児休業等計画書により申し出た場合で、育

児休業の終了後、３月以上の期間を経過したこととの事情を削除することとしました。（第３条関係） 

４ 職員が再度の育児休業をすることができる場合の特別の事情のうち、その任期の末日を期間の末日とする育児休

業をしている非常勤職員が、当該任期が更新されること等に伴い、当該更新前の任期の末日の翌日等を育児休業の

期間の初日とすることとの事情について、その対象職員を非常勤職員から任期を定めて採用された職員に拡大する

こととしました。（第３条関係） 

５ その他 

 (1) この条例は、令和４年10月１日から施行することとしました。 

 (2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県税条例の一部を改正する条例（条例第36号） 

１ 個人の県民税 
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(1) 住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を令和20年度分の個人の県民税および居住年が令和７年である

ものまで延長する等所要の措置を講ずることとしました。（付則第５条の４の２関係） 

(2) 上場株式等に係る配当所得等について、課税方式を所得税と一致させる等所要の措置を講ずることとしました。

（第21条の４および付則第11条の２関係） 

(3) 上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について、適用要件を所得税と一致させる等所要の措置を講

ずることとしました。（付則第14条の２の６関係） 

２ 不動産取得税 

(1) 住宅に係る課税標準の特例措置または住宅の用に供する土地について一定の税額を減額する特例措置の適用が

あるべき旨の申告がなかった場合においても、要件に該当すると認められるときは、これらの特例措置を適用す

ることとしました。（第39条の２および第39条の12関係） 

(2) 不動産取得税に係る申告について、次の措置を講ずることとしました。（第39条の７関係） 

ア 不動産を取得した者は、当該取得について、不動産取得の日から60日以内に不動産登記法（平成16年法律第123

号）の規定により表示に関する登記または所有権の登記の申請をした場合（同法の規定により当該申請が却下

された場合を除く。）は、不動産取得税に係る申告を要しないものとすること。 

イ アの場合においても、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、

不動産取得税に係る申告をさせることができることとすること。 

３ 自動車税 

身体障害者等に関する環境性能割および種別割の減免に係る申請における書類等の提示について、当該書類等の

写しの提出によることができることとしました。（第73条の３および第73条の14関係） 

４ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、１(1)は令和５年１月１日から、２(2)は令和５年

４月１日から、１(2)および(3)は令和６年１月１日から、それぞれ施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3)   関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(4)   その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例（条例第37号） 

１ 地方活力向上地域における課税免除および不均一課税について、次の改正を行うこととしました。（第５条関係） 

(1) 第３種特別償却設備の整備期間の要件を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日

の翌日以後３年を経過する日までの間とすること。 

(2) 第３種特別償却設備に係る県税の課税免除および不均一課税の適用期限を令和６年３月31日まで延長するこ

と。 

２ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。  

(3) その他所要の規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第38号） 

１ 長期優良住宅維持保全計画（当該計画の変更を含む。）の認定の申請に対する審査の手数料および当該計画の認

定証明手数料を新たに設定することとしました。（第２条および別表第67関係） 

２ 教育職員免許法に基づく事務手数料について、普通免許状または特別免許状の有効期間の更新の手数料の削除等

を行うこととしました。（第２条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、１および(2)は令和４年10月１日から施行するこ

ととしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例（条例第39号） 

１ 民生委員の定数の範囲を改めることとしました。 

２ この条例は、令和４年12月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県建築基準条例等の一部を改正する条例（条例第40号） 

１ 次に掲げる条例について、建築基準法（昭和25年法律第201号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定

の整理を行うこととしました。 
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(1) 滋賀県建築基準条例（昭和47年滋賀県条例第26号） 

 (2) 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第71号） 

 (3) 滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号） 

 (4) 滋賀県流域治水の推進に関する条例（平成26年滋賀県条例第55号） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第41号） 

１ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第16号）の一部改正による条項の移動

に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第２条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例（条例第42号） 

１ 彦根総合スポーツ公園に係る指定管理者の指定の手続について定めることとしました。（第９条の３関係） 

２ 彦根総合スポーツ公園の供用日および供用時間について定めることとしました。（別表第１関係） 

３ 彦根総合スポーツ公園の使用料の額および利用料金の上限額について定めることとしました。（別表第２関係） 

４ その他 

(1) この条例は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしまし 

た。ただし、(2)は、公布の日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な準備行為を定めることとしました。 

(3) 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例（昭和44年滋賀県条例第43号）は、廃止することとし 

ました。 

(4) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例の一部を改正する条例（条例第43号） 

１ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号）の一部改正による題名の変更および条項の移

動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第15条および第18条関係） 

２ この条例は、令和５年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第44号） 

１ 使用料の額を改定することとしました。（別表第３関係） 

２ この条例は、令和４年10月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県立美術館条例等の一部を改正する条例（条例第45号） 

１ 次に掲げる条例について、博物館法（昭和26年法律第285号）の一部改正による条項の移動等に伴い、必要な規定

の整備を行うこととしました。 

(1) 滋賀県立美術館条例（昭和59年滋賀県条例第20号） 

 (2) 滋賀県旅館業法施行条例（平成16年滋賀県条例第３号） 

 (3) 滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例（平成８年滋賀県条例第26号） 

 (4) 滋賀県暴力団排除条例（平成23年滋賀県条例第13号） 

 (5) 滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和59年滋賀県条例第52号） 

２ この条例は、令和５年４月１日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

条 例 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 5 

 

 



6 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 7 

 

 



8 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 9 

 

 



10 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 11 

 

 



12 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 13 

 

 



14 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 15 

 

 



16 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 17 

 

 



18 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 19 

 

 



20 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 21 

 

 



22 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 



令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 23 

 

 



24 令和 4年（2022 年）8 月 19 日 滋  賀  県  公  報 号外(1) 

 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


